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知財業務の生成 AI 活用と人間関与の三層設計 

企業知財部門のための実務指針 ─ HITL/HOTL/HOOTL 統合ガバナンスモデル 

Claude Opus 4.7 

結論を先に ─ 原則 HITL、例外 HOTL、限定領域 HOOTL 
知財業務における生成 AI 活用の支配的設計原則は、「原則 HITL(Human-in-the-Loop)、例外

HOTL(Human-on-the-Loop)、限定領域でのみ HOOTL(Human-out-of-the-Loop)を許容する」

三層モデルである。クレーム作成・拒絶理由応答・FTO 分析・ライセンス契約のような権利範

囲・経済影響が不可逆な業務は HITL 固定であり、これは弁理士法 75 条・弁護士法 72 条・民法

644 条の善管注意義務と日本弁理士会「弁理士業務 AI 利活用ガイドライン」(令和 7 年 4 月)(1)、

USPTO 代理人 AI 利用ガイダンス(2024 年 4 月)、ABA Formal Opinion 512(2024 年 7 月)が共

通して要求する規範的下限線である。一方、年金管理・期限同期・ブランドモニタリング巡

回・大量公報スクリーニングといった決定論的または例外駆動型タスクは、フェイルセーフを

設計に組み込むことを条件に HOOTL が許容され、生産性向上の主戦場となる。問題はこの両

極の中間領域 ─ 先行技術調査、IP ランドスケープ、NDA レビュー ─ で HOTL をどう設計す

るかであり、ここに知財部門のガバナンス設計力が問われる。本報告書は、AI 事業者ガイドラ

イン第 1.2 版(令和 8 年 3 月 31 日)(2)(3)(4)(5)、AI 推進法(令和 7 年法律第 53 号)(6)(7)、知的財産推進

計画 2025、コーポレートガバナンス・コード補充原則 3-1③を縦糸に、EU AI Act Article 14(8)(9)、

NIST AI RMF Generative AI Profile (NIST-AI-600-1)(10)(11)、ISO/IEC 42001(12)を横糸に編み込み、

企業知財部門が自社ルールを策定するための統合フレームワークを提示する。 

1. HITL/HOTL/HOOTL ─ 概念の出自と国際枠組みでの位置 
三 層 モ デ ル の 起 源 は  2012 年 の 米 国 国 防 総 省 Directive 3000.09 "Autonomy in Weapon 

Systems"(2023 年 1 月 25 日 改 訂 ) に 遡 る (13) 。 同 Directive は 兵 器 シ ス テ ム を ①Semi-

autonomous(HITL ─ 人 間 が 選 択 し た 個 別 標 的 の み を 攻 撃 ) 、 ②Human-supervised 



知財業務の生成 AI 活用と人間関与の三層設計 

2 / 18 

autonomous(HOTL ─ 自律実行を人間が監督・中断可能)、③Fully autonomous(HOOTL ─ 起

動後は人間介入なしに自律実行)に区分した。Paul Scharre ら CNAS 研究者がこの語彙を学術標

準化し、今日の AI 倫理文献に普及した経緯がある(14)。重要なのは、DoDD 3000.09 自体は HITL

を義務化しておらず、要求するのは「武力行使に対する適切なレベルの人間判断」という機能

的概念である点で、これは現代の AI ガバナンスが採る「結果指向の人間関与」アプローチの祖

型となった。 

現行の主要 AI ガバナンス枠組みは、HITL/HOTL/HOOTL という用語こそ用いないが、機能的

に同等の要件を課している。EU AI Act Article 14 "Human Oversight" は高リスク AI システムに

対し、(a)能力と限界の理解、(b)自動化バイアス(automation bias)への注意維持、(c)出力の正し

い解釈、(d)出力の無視・上書き・反転の決定権、(e)安全停止状態への遷移を可能にする設計を

要求し、Article 26(2)は deployer に「能力・訓練・権限を備えた自然人を監督担当に割り当てる」

義務を課す(8)(9)。NIST AI RMF 1.0 は Govern 3.2 で「人間-AI 構成と監督の役割責任の差別化」

を、Manage 2.4 で「意図しない動作を示す AI システムを supersede, disengage, or deactivate す

る仕組み」を要請する。NIST の Generative AI Profile (NIST-AI-600-1, 2024 年 7 月公表)は 12

の リ ス ク 領 域 の 一 つ に  "Human-AI Configuration" を 独 立 に 立 て 、 過 信 (overreliance) と

automation bias を人中心リスクとして明示した(10)(11)。ISO/IEC 42001:2023 は AI マネジメント

システム規格として Clause 8.2 に「validation, change management, human oversight」を組み込

み、知財ポリシーを AIMS の Statement of Applicability に統合する道筋を示している(12)。 

日本の AI 事業者ガイドラインは第 1.2 版(令和 8 年 3 月 31 日公表)で「人間の判断を必須とする

仕組み(Human-in-the-Loop)」を初めて明文化し、社内 RAG 構築・ファインチューニング実施

企業を「AI 開発者」責務の主体として位置づけた(2)(3)(5)。これは知財部門の AI 実装が単なる「利

用」ではなく「開発」責務を伴う領域に踏み込んでいることを意味する。同ガイドラインは 10

原則(人間中心、安全性、公平性、プライバシー保護、セキュリティ、透明性、アカウンタビリ

ティ、教育・リテラシー、公正競争、イノベーション)を提示し、特に「公平性」原則の実装と

して「適切なタイミングで人間の判断を介在させる利用を検討する」と明記している(4)。これが

EU AI Act Article 14(d)の「output disregard/override/reverse」要件と機能的に対応する日本版
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の設計指針である。 

2. 三層モデルを規律する日本のハードロー・ソフトロー階層 
知財部門のガバナンス設計は、五階層のハードロー・ソフトロー構造の上に立つ。最上位のハ

ードローは AI 推進法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、令和 7 年法律

第 53 号) で、2025 年 5 月 28 日成立、6 月 4 日公布、9 月 1 日全面施行(6)(7)(15)。罰則のない基本

法的性格だが、第 7 条「活用事業者の責務」は事実上知財部門が社内ルールを整備することを法

的責務として位置づける。第 16 条は「不適切な方法による権利侵害事案」への国の指導・助言

を規定し、附帯決議で「重大なリスクが生じるおそれのある事項に関し、指導や助言等に応じ

ない活用事業者等への実効性ある措置」の検討余地を残している。 

第二階層の行為規範ソフトローとして、AI 事業者ガイドライン第 1.2 版が 10 原則と主体別チェ

ックリスト(別添 7)を提供する(2)(3)。第三階層の領域別ソフトローは、文化庁「AI と著作権に関

する考え方について」(令和 6 年 3 月 15 日)(16)(17)、内閣府「AI 時代の知財の在り方検討会 中間と

りまとめ」(2024 年 5 月 29 日)(18)、特許庁「AI 関連技術に関する特許審査の事例」(2024 年 3 月

13 日追補 10 事例)、内閣府「生成 AI の適切な利活用等に向けた知的財産の保護及び透明性に関

するプリンシプル・コード(仮称)(案)」(2025 年 12 月パブコメ開始)で構成される。第四階層の

企業ガバナンス側ソフトローは、コーポレートガバナンス・コード補充原則 3-1③・4-2②(2021

年 6 月改訂)(19)、経産省・内閣府「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver.2.0」(2023 年 3

月 27 日)(20)、価値協創ガイダンス 2.0(2022 年 8 月)が知財投資開示と AI ガバナンスの連動を要

請する。第五階層の業界自主規制として、日本弁理士会「弁理士業務 AI 利活用ガイドライン」

(令和 7 年 4 月)(1)(21)、日本弁護士連合会「弁護士業務における生成 AI の利活用等に関する注意

事項」(2025 年 9 月)(22)、JIPA・JDLA・IPIAGA の提言が並ぶ。 

知的財産推進計画 2025「IP トランスフォーメーション」(2025 年 6 月 3 日決定)は「法・技術・

契約」の 3 手段の組合せによる対応を打ち出し(23)(24)、ダバス事件知財高裁判決(令和 7 年 1 月 30

日、知財高判令和 6 年(行コ)第 10006 号)を受けて「広汎かつ慎重な議論を踏まえた立法化」を

予告した。同判決は東京地判令和 6 年 5 月 16 日を維持し、特許法 29 条 1 項柱書および 36 条 1
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項 1 号・2 号の「氏名」、知的財産基本法 2 条 1 項を総合解釈して発明者は自然人に限定するこ

とを確定させ、最高裁令和 8 年 3 月 4 日不受理決定で確定した(25)(26)(27)。同様の自然人要件は意匠

法 3 条 1 項柱書、商標法における識別力判断にも準用されている。 

3. 知財タスクの自律性配置マトリクス 
下表は、各タスクのリスク(法的 L、経済 E、倫理 Et、レピュテーショナル R)、不可逆性、機密

性を基準に、推奨される自律性レベルを配置したものである。 

領域 タスク 推奨レベル 主要根拠 

特許 クレーム独立項ドラフト HITL 必須 権利範囲固定、特許法 17

条の 2 第 3 項の補正制

限、不可逆性最高 

特許 明細書ドラフト本文 HITL 全文弁理士レビュー、用

語整合・サポート要件確

認 

特許 拒絶理由通知応答(意見書・補正

書) 
HITL 必須 包袋禁反言、弁理士名義

での提出 

特許 FTO 分析・無効資料調査 HITL 訴訟リスク直結、引例の

技術的同一性判断 

特許 先行技術調査(検索式・スクリーニ

ング) 
HOTL 上位 N 件のサンプリング

再ランキング 

特許 IP ランドスケープ・ホワイトスペ

ース分析 
HOTL→HITL 母集団生成は HOTL、戦

略提言は HITL 

特許 年金・期限の機械的更新通知 HOOTL 決定論的処理、冗長アラ

ートで失効回避 

特許 年金更新の価値判断 HITL ポートフォリオ責任者承

認 

特許 引用文献の技術内容分析 HOTL 一致点・相違点の弁理士

検証 

特許 出願国選定・特許価値評価 HITL 事業戦略整合性、費用回
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領域 タスク 推奨レベル 主要根拠 

収可能性 

商標 称呼類似の機械判定 HOOTL 寄り

HOTL 
一定スコア超は人手 

商標 観念類似・識別力判断 HITL 言語・文化解釈、拒絶理

由直結 

商標 外観類似(画像) HOTL 候補抽出後デザイン専門

家確認 

商標 ニース分類・指定商品役務 HOTL INTA(2023)が限定的肯

定 

商標 ブランドモニタリング・侵害監視 HOOTL→例外

HITL 
自動巡回+ヒット時のみ

人手判断 

意匠 類似意匠調査(画像検索) HOTL 候補絞込みは AI、最終類

否は弁理士 

意匠 部分意匠の要部認定・3D モデル類

否 
HITL 需要者混同概念は法的判

断 

契約 NDA 定型レビュー・雛形ドラフト HOTL 法務省 2023 年 8 月ガイ

ドライン適合 

契約 共同研究・ライセンス・M&A 契約 HITL バックグラウンド IP、ロ

イヤリティ、独禁法リス

ク 

契約 M&A 知財 DD の大量文書抽出 HOTL+HITL 抽出は HOTL、Material 

findings は HITL 

契約 AI 出力に関する条項(IP オーナー

シップ等) 
HITL 法状況流動的、DABUS

判決等を踏まえた個別判

断 

 
JIPA『知財管理』Vol.74 No.7 萬秀憲(2024)の実証では「外国語 SDI の正解率が ChatGPT 実装

ツールで 95.7-97.0%、非実装の 93%を上回る」とされ、定型的スクリーニングの HOTL 移行は

生産性根拠を持つ(28)。一方、米国 Mata v. Avianca 判決(678 F. Supp. 3d 443, S.D.N.Y. 2023)と
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Johnson v. Dunn 判決(N.D. Ala., 2025 年 7 月 23 日)が示した架空判例引用に対する FRCP Rule 

11 制裁は、生成 AI のハルシネーションが訴訟記録レベルでも頻発する事実を立証しており(29)(30)、

無効資料調査・意見書作成の HITL 固定を強力に支える経験的証拠となる。 

例外調整事項として留意すべきは、(a)中核製品・基幹技術案件はデフォルトを HITL に昇格さ

せダブルチェック導入、(b)未公開発明を扱う場面では学習型公開 LLM 使用禁止と国内オンプレ

LLM または ZDR 約款のエンタープライズ契約への限定、(c)クロスボーダー案件における外国

サーバー利用が 35 USC 184(外国出願ライセンス)・米国 EAR・日本の安全保障貿易管理に抵触

し得る点、(d)紛争係属中(無効審判・侵害訴訟)は全工程 HITL へ昇格し引用検証を二重化する

ことの 4 点である。 

4. ツール選定 ─ 自律性モデルとセキュリティアーキテクチャ
の統合評価 
主要ツールの自律性設計は四階層に分布する。知財特化 SaaS では AI Samurai(株式会社 AI 

Samurai)が経済産業省グレーゾーン解消制度照会(2022 年 2 月)で「弁理士監督下なら弁理士法

75 条非弁行為非該当」との回答を得て HITL 固定が法的に確定した最初の事例となり(31)(32)、

Genzo AI( 島 津 製 作 所 90% 出 資 、 2026 年 4 月 設 立 、 年 100 万 〜 1,500 万 円 )(33) 、

Tokkyo.Ai/MyTokkyo.Ai、Patentfield AIR(gpt-5-nano 採用、最大 1,000 件処理)(34)、PatSnap 

Eureka(2025年 6 月モジュラー型エージェント刷新、RAT 採用)が続く。NEC 知財 DX 事業(2026

年 4 月開始、月額 100 万円〜、cotomi 基盤、日米欧 1,250 万件特許 RAG)(35)(36)(37)は社内実証で

先行技術調査時間 93.5%圧縮(22 時間→3 時間)、定型業務最大 94%効率化を申告するが、これ

らの数値は自社調査ベースである点に留意が必要で、第三者標準ベンチマーク(PatentBench 等)

は未確立である。 

汎用フロンティア LLM では GPT-5.2(2025 年 12 月 11 日、400K コンテキスト、SWE-Bench 

Pro 55.6%)(38)、Claude Opus 4.5/4.6/4.7(2025 年 11 月〜2026 年 4 月、SWE-bench Verified 

80.9%突破、ASL-3 保護)(39)、Gemini 3 Pro(2025 年 11 月 18 日、LMArena 1501 Elo)、Grok 

4.1(2025 年 11 月 17 日、2M コンテキスト)(40)が並び、いずれも Enterprise/API 契約でデータ学
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習除外設定が可能となっている。重要なのは、Azure OpenAI Service・AWS Bedrock・Google 

Vertex AI の VPC Service Controls 経由でのプライベート展開、および OpenAI の ISO/IEC 42001

認証取得(2024 年取得)、Microsoft Azure の ISMAP 登録(C21-0012-2)といった認証基盤である

(41)。 

国内 LLM は機密処理の優位性で別格の位置を占める。NTT tsuzumi 2(2025 年 10 月 20 日、フ

ルスクラッチ純国産、1GPU 動作、500 件問合せ中 63%が「機密データを顧客環境でクローズド

に学習させたい」)(42)(43)、Preferred Networks PLaMo 2.2 Prime(Books3 等を意図的に学習データ

から除外し著作権配慮、デジタル庁ガバメント AI「源内」採用)(44)(45)、富士通 Takane(Cohere 

Command R+ ベ ー ス 、 JGLUE 世 界 最 高 、 1bit 量 子 化 89% 精 度 維 持 )(46)(47) 、 PLaMo Fin 

Prime(2025 年 6 月 17 日、金融特化だが知財契約・FTO への展開可能性高)(48)が知財部門の機密

案件処理に適する。AI エージェント領域では ChatGPT Agent/Operator(2025 年 7 月 17 日統

合)(49)と Harvey AI(2026 年 2 月時点$11B 評価、Agent Builder、Human-in-the-loop チェックポ

イントをコア機能化)(50)(51)が知財実務に親和的設計を採るが、Manus(Butterfly Effect、2026 年 1

月中国輸出規制レビュー対象)(52)は自律性が高すぎ営業秘密処理には推奨困難である。 

ベンダー選定における自律性確認事項は以下に集約される。第一にデフォルトの動作モード(レ

ビュー必須=HITL、出力後監督=HOTL、自律実行=HOOTL)を明文確認し、Tokkyo.Ai が「弁

理士監督下が必要」と公式表記しているような法的適合性の自社開示を求める。第二にヒュー

マンレビュー必須箇所の設計(クレーム、契約条項、出願書類)が組み込まれているか。第三に監

査ログの粒度(プロンプト・出力・人手介入履歴の完全保存、Patentfield AIR・Harvey・Claude 

Code が対応)。第四に学習除外契約条項と SOC 2 Type II/ISO 27001/ISMAP 相当の認証。第五

にデータレジデンシー(日本リージョン固定、Azure/AWS の regional endpoints)である。 

5. 法的リスクの体系 ─ HOOTL 化が突き当たる五つの天井 
HOOTL 化を企業知財部門が無制限に推進できない理由は、五つの法的天井に集約される。 

第一の天井は弁理士法 75 条と弁護士法 72 条である。弁理士法 75 条は弁理士でない者の出願書

類作成・代理を禁じ、違反は 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金(同 78 条)。日本弁理
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士会「AI 等を用いた業務支援サービスの提供と弁理士法第 75 条との関係について」(令和 7 年 4

月)は「AI は道具として利用可能だが、弁理士が AI 生成結果を検討せずそのまま使用すれば民

法 644 条の善管注意義務違反のおそれ」と整理し、弁理士法 31 条の 3(名義貸し禁止)・弁理士

倫理 8 条 3 項(周旋禁止)違反のリスクも指摘する(1)(21)。法務省「AI 等を用いた契約書等関連業務

支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について」(令和 5 年 8 月 1 日)は構成要件①報

酬目的②事件性③法律事務性のいずれかを欠けば 72 条違反非該当と整理したが、令和 8 年 1 月

9 日の規制改革推進会議提出文書で「現行ガイドライン(類型提示型)には限界があり、解釈論か

ら脱却して新法制定も含めて検討すべき」との議論が進行している(22)。 

第二の天井は AI 生成発明・意匠・商標の自然人要件である。DABUS 事件は、米国(Thaler v. 

Vidal, 43 F.4th 1207, Fed. Cir. 2022 、 最 高 裁 certiorari 却 下 2023.4.24) 、 英 国 (Thaler v. 

Comptroller [2023] UKSC 49、Lord Kitchin 判決の para 52 で「Thaler 氏が自らを発明者とし

DABUS を高度なツールとして用いていれば結論は変わり得た」と HITL 設計の優位性を傍論で

示唆)(53)、EPO(J 8/20, J 9/20、Article 81 EPC の自然人要件)(54)(55)、中国 CNIPA(「人工智能相关

发明专利申请指引(试行)」2024 年 12 月 31 日施行)(56)、日本(知財高判令和 7 年 1 月 30 日、最高

裁令和 8 年 3 月 4 日不受理決定)(25)(26)(27)(57)で一致して自然人要件を確立した。USPTO は 2025 年

11 月 26 日付 Revised Inventorship Guidance(Docket No. PTO-P-2025-0014)で 2024 年 2 月の

Pannu factors 一律適用を撤回し、AI を「実験装置・ソフトウェアと同等のツール」と位置づけ、

conception test のみを適用する簡素化を行った(58)(59)(60)。これは企業の発明者選定実務に重要な影

響 を 持 ち 、 プ ロ ン プ ト 構 築 ・ 選 択 ・ 改 変 履 歴 の 文 書 化 (USPTO の  contemporaneous 

documentation 要請)が一層重要となる。 

第三の天井は営業秘密漏洩と新規性喪失である。不正競争防止法 2 条 6 項の 3 要件(秘密管理

性・有用性・非公知性)(61)(62)について、経産省「営業秘密管理指針」令和 7 年改訂版は「設計開

発本部で秘密管理されている設計図 α を生成 AI に利用していた場合、AI 生成物として出力さ

れたことの一事をもって秘密管理性が否定されることはない」と整理した(63)。ただし、不特定

多数がアクセス可能な公開 LLM への入力は、合理的区分・秘密管理意思の認識可能性確保を欠

くと評価される蓋然性が高い(64)。違反時は同法 21 条の営業秘密侵害罪(10 年以下の拘禁刑、
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3,000 万円以下の罰金、法人 10 億円以下)。さらに公開 LLM へのプロンプト入力は特許法 29 条

1 項 3 号の「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当する可能性があり、新

規性喪失例外規定(特許法 30 条)の適用は立証困難である。 

第四の天井は著作権侵害である。文化審議会著作権分科会「AI と著作権に関する考え方につい

て」(令和 6 年 3 月 15 日、パブコメ 24,938 件反映)は、著作権法 30 条の 4 の射程について(a)享

受目的の併存(特定クリエイターの LoRA・出力目的の RAG ベクトル化等)があれば適用なし、

(b)ただし書(著作権者の利益を不当に害する場合)として情報解析用販売データベースの無断複

製・robots.txt 等の技術的措置回避・海賊版利用を例示、(c)生成・利用段階では類似性+依拠性

で侵害判断するが「AI が学習していた事実があれば依拠性が推認され得る」と整理した(16)(17)(65)。

米国では NYT v. Microsoft & OpenAI(23-cv-11195、S.D.N.Y.)が 2025 年 4 月 4 日に OpenAI 却

下申立をほぼ全面否定、貢献的・代位侵害クレームも進行を許可しており、フェアユース防御

の本案審理段階に入った。Andersen v. Stability AI(744 F. Supp. 3d 956, N.D. Cal. 2024)、UMG 

v. Anthropic、Warner Bros. v. Midjourney(2025.9.4 C.D. Cal.)等が並行審理中である(66)。 

第五の天井はハルシネーション検証義務である。日本弁理士会ガイドラインは「AI の生成結果

を検討せずにそのまま使用して出願等の代理をする場合は、善管注意義務に違反するおそれ」

と明示し(1)、ABA Formal Opinion 512(2024 年 7 月 29 日)は competence・confidentiality・

communication・candor to tribunal・supervision の 5 義務が AI 利用にも適用されると整理した。

AI が架空の特許番号・公開公報番号を生成する事例は知財業務でも報告されており、J-

PlatPat・INPADOC・Westlaw 等の一次ソースでの実在確認なしに意見書・鑑定書を作成する

ことは禁止すべき実務基準である(29)(30)。 

6. 企業知財部門の社内ルール ─ 七層実装フレームワーク 
以上の分析を踏まえ、企業知財部門が策定すべき社内ルールを七層構造で提案する。 

第一層は「タスク分類とレベル割当」である。前掲第 3 章のマトリクスを社内タスク棚卸しに適

用し、各業務を HITL/HOTL/HOOTL に事前配置する。重要なのは配置を年次レビューする運

用で、AI 事業者ガイドラインが Living Document アプローチを採るのと同様、社内規程もバー
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ジョン管理し EU AI Act 二次法令・CoE AI 条約発効・NIST 改訂に追随する仕組みを組み込む。 

第二層は「インプット制御」で、利用可能 AI サービス許諾リスト(公開 LLM 禁止、エンタープ

ライズ/API/閉域型のみ許可)、入力禁止情報リスト(出願前発明、営業秘密、第三者著作物、個

人情報)、プロンプト送信フィルタリング(DLP)を整備する。機密案件は国内 LLM(tsuzumi 2、

PLaMo、Takane)のオンプレ展開、または Azure OpenAI Service・AWS Bedrock の VNet 閉域

構成に限定する。第三層は「アウトプット検証」で、ハルシネーション検出のため二次ソース

照合と引例実在性確認を全 HITL/HOTL タスクに義務化する。第四層は「責任の明示」で、弁

理士・弁護士の署名は人間が行い(USPTO 37 CFR 1.4、弁理士法上の名義)、AI 寄与範囲・利用

モデル・プロンプトの記録を保管する。 

第五層は「文書化・説明責任」である。HITL レベルではプロンプト・中間出力・最終承認の三

段階記録、HOTL レベルでは例外検出ログとサンプリング監査記録、HOOTL レベルでは設計

時の境界条件・フェイルセーフ・年次再検証記録を必須とする。これは NIST AI RMF の Map 

3.5「Processes for human oversight are defined, assessed, and documented」と整合する。第六層

は「インシデント対応・エスカレーション」で、ハルシネーション発見、機密情報漏洩疑義、AI

出力起因の権利侵害指摘等の事案類型ごとに、初動・原因分析・是正・再発防止の四段階手順

を規定する。NIST AI RMF の Manage 2.4「supersede, disengage, or deactivate」要件を社内 SLA

に翻訳する。 

第七層は「教育・KPI・継続改善」である。プロンプト設計能力、AI アウトプット評価能力、ハ

ルシネーション検出スキルを、弁理士・知財担当者の継続的教育(AIPLA「continuous training」

要請、ABA Model Rule 1.1 コメント 8 の technology competence)として年次研修化する。KPI は

生産性指標(処理時間短縮率、件数増加率)に偏重せず、品質指標(ハルシネーション検出率、人

手修正発生率、外部指摘件数)とリスク指標(機密漏洩インシデント数、新規性喪失疑義件数)を

並列追跡する。ベンダー選定における自律性モデル確認事項として、デフォルト動作モード、

レビュー必須箇所設計、監査ログ粒度、学習除外契約、認証取得状況、データレジデンシーの

六項目を RFP 標準項目化する。 
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7. コーポレートガバナンス開示との接続 ─ IPIAGA が描く統
合像 
CG コード補充原則 3-1③「人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営

課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべき」と補充原則 4-2②

の取締役会監督要請は、知財ガバナンスの開示要請として上場会社に既に課されている(19)。経

産省・内閣府「知財・無形資産ガバナンスガイドライン Ver.2.0」(2023 年 3 月 27 日)は 7 つの

アクション(ストーリー構築、因果パス、ROIC 等経営指標との紐付け、ガバナンス体制等)を提

示し(20)、IPIAGA(知財・無形資産ガバナンス協会、2025 年 6 月 10 日設立、理事長:菊地修氏)は

プライム市場時価総額上位 990 社調査で CG コード 3-1③のコンプライ率は高いが具体的取組の

開示が十分でない実態を指摘した。 

知的財産推進計画 2025 は、AI 事業者ガイドライン上の AI ガバナンス(指針 E)構築・運用を、

CG コード補充原則 3-1③の知財投資開示として記載することを事実上のベストプラクティスと

して要請している。すなわち、本報告書が提案する七層実装フレームワークは、単なる業務効

率化ツールではなく、コーポレートガバナンス開示の一部として統合報告書に記載される性格

を持つ。 

8. 海外動向 ─ 各国知財庁の受容スタンス比較 

観点 USPTO EPO UKIPO CNIPA JPO 

AI 発明者性 否定(Thaler v. 

Vidal) 
否定(J 8/20) 否定(UKSC 

49) 
否定(2024 年

指針) 
否定(知財高判

R7.1.30) 

AI 支援発明 Conception 

test 単独 
ツール扱い可 ツール扱い可 実質的特徴に

創造的貢献 
進歩性事例集

10 事例 

代理人 AI 利用 2024 年 4 月ガ

イダンス 
2025 年

Guidelines 
SRA 原則ベー

ス 
明文ガイダン

スなし 
弁理士会 R7.4

ガイドライン 

訓練データ開

示 
不要 必要(再現に必

要) 
不要 詳細開示要求 必要に応じて 
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観点 USPTO EPO UKIPO CNIPA JPO 

受容スタンス 中道(柔軟) 厳格・形式重

視 
厳格(判例追

従) 
厳格+積極指針 慎重・事例主

義 

 
EU AI Act の企業内知財業務への直接適用は限定的で、Annex III(8)「Justice and democratic 

processes」は司法当局支援 AI に適用され、企業の出願管理・IP ランドスケープ・契約レビュー

は原則該当しない。ただし Annex III(4)「Employment」により発明者評価・報奨制度判定に AI

を使用する場合は高リスク該当の可能性があり、この点は日本企業の海外子会社・欧州拠点で

も検討が必要である(8)。General-Purpose AI Model 規制(Article 53、2025 年 8 月 2 日適用)は技

術文書整備・Copyright Directive 遵守・訓練データサマリ公表義務を課し、知財部門の社外向け

生成 AI サービス選定の重要要件となる。Annex III 高リスク本格適用は 2026 年 8 月 2 日であり、

現時点(2026 年 4 月)は準備期間である。 

結論 ─ 「人間関与のグラデーション設計」が知財ガバナンス
の本質 
知財業務における生成 AI 活用の本質的課題は、HITL/HOTL/HOOTL のいずれを選ぶかではな

く、個別タスクごとに最適な人間関与のグラデーションを設計し、その配置を法令・判例・ガ

イドラインの動向に応じて継続的に再校正することにある。本報告書が示した三つの新しい認

識は次のとおりである。 

第一に、HITL/HOTL/HOOTL は軍事領域由来の語彙であり EU AI Act・ISO/IEC 42001・

NIST AI RMF には直接登場しない (13)(14)。これらの枠組みは「human oversight」「effective 

oversight」「Human-AI Configuration」等の機能的概念を用いる。社内規程・契約文書での使

用には、両者のマッピングを定義条項で明示する必要があり、これ自体がガバナンス設計の出

発点となる。第二に、HOOTL 化の天井は弁理士法 75 条・弁護士法 72 条・著作権法 30 条の

4・不正競争防止法・善管注意義務という日本法の基本構造に既に組み込まれており、技術進歩

によって自動的に取り払われるものではない。これらの天井を動かすには立法的対応が必要で、

知的財産推進計画 2025 と AI 推進法附帯決議が予告する将来の制度改正動向を継続監視するこ
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とが知財部門の戦略的責務となる。第三に、生成 AI ガバナンスは知財ガバナンスの内部問題で

はなくコーポレートガバナンスの一部である。CG コード補充原則 3-1③・4-2②と知財・無形資

産ガバナンスガイドライン Ver.2.0 の文脈で、AI ガバナンスは投資家エンゲージメントと統合報

告書開示の対象となる(19)(20)。 

実務家への含意として、企業知財部門の責任者は本年度中に最低三つのアクションを完了させ

るべきである ─ 第一に、社内タスク棚卸しと自律性レベル配置の初版策定、第二に、AI 事業者

ガイドライン第 1.2 版の主体区分(社内 RAG・ファインチューニング実施で「開発者」責務を負

う構造)に基づく自社主体性の再評価(2)(3)、第三に、ベンダー選定 RFP への六項目自律性確認事

項の標準化。これらの作業は、2026 年 8 月の EU AI Act Annex III 本格適用、内閣府「プリンシ

プル・コード」最終確定、AI 基本計画初版策定という政策イベントが集中する時期と重なる。

「待って様子を見る」よりも「設計しながら学習する」アジャイル・ガバナンス・モードへの

移行が、日本企業の知財部門に求められる転換である。 
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